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帝政期のザバイカリエにおけるブリヤートへの宣教活動

帝
政
期
の
ザ
バ
イ
カ
リ
エ
に
お
け
る
ブ
リ
ヤ
ー
ト
へ
の
宣
教
活
動

─
─
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
へ
の
対
抗
と
総
督
府
と
の
関
係
を
中
心
に
─
─

竹　
　

中　
　
　
　
　

浩

一　

は
じ
め
に

　

東
ア
ジ
ア
で
植
民
地
支
配
を
行
う
、
あ
る
い
は
国
内
で
先
住
民
の
優
勢
な
地
域
へ
の
入
植
を
進
め
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
が
、
先
住
民

の
間
に
本
国
（
あ
る
い
は
内
地
）
の
文
化
的
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
の
は
一
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
広
く
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。

そ
の
際
、
多
く
の
場
合
、
本
国
（
あ
る
い
は
内
地
）
に
お
い
て
有
力
な
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
現
象

を
比
較
史
的
に
見
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
注
目
し
て
お
く
べ
き
点
が
幾
つ
か
あ
る
。

　

第
一
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
に
他
の
目
的
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
が
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
を
行
う

と
き
、
福
音
宣
布
と
と
も
に
通
常
二
つ
の
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
先
住
民
の
啓
蒙
（
文
明
化
）
で
あ
る
。
通
常
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
国
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
受
容
す
る
こ
と
は
未
開
の
先
住
民
が
文
明
化
さ
れ
る
こ
と
と
同
一
視
さ
れ
る
。
も
う
一
つ
は
そ

の
国
の
文
化
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
（
同
化
す
る
）
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
文
化
と
い
っ
て
も
、
言
語
や
習
慣
か
ら
法
制
度
ま
で
多
岐

に
わ
た
り
、
何
を
そ
の
本
質
と
み
る
か
に
つ
い
て
決
ま
っ
た
考
え
方
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
の
場
合
、
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国
内
で
有
力
な
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
国
の
文
化
の
重
要
な
一
部
と
み
な
さ
れ
、
布
教
を
進
め
る
こ
と
は
言
語
を
含
め
た
そ
の
国
の
文
化

を
受
容
さ
せ
る
こ
と
と
不
可
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
目
的
、
す
な
わ
ち
文
明
化
と
同
化
は
、
本
来
別
の
こ
と
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
ば
し
ば
意
識
的
に
か
無
意
識
に
か
融
合
さ
せ
ら
れ
、
布
教
に
際
し
て
同
時
に
追
求
さ
れ
た
。

　

第
二
は
既
存
の
宗
教
と
の
対
抗
で
あ
る
。
布
教
を
進
め
よ
う
と
す
る
地
域
に
既
に
別
の
有
力
な
宗
教
が
存
在
す
る
と
き
、
そ
れ
は
宣

教
活
動
を
行
う
上
で
障
害
に
な
る
。
ロ
シ
ア
帝
国
東
部
の
場
合
、
大
き
な
成
功
を
収
め
た
ヤ
ク
ー
ト
人
や
ア
レ
ウ
ト
人
へ
の
布
教
に
比

べ
て
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
（
以
下
「
ブ
リ
ヤ
ー
ト
」
と
呼
ぶ
）
に
対
す
る
布
教
は
十
分
な
成
功
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の

最
大
の
原
因
は
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
（
特
に
バ
イ
カ
ル
湖
以
東
に
住
む
ブ
リ
ヤ
ー
ト
）
に
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
影
響
が
広
く
及
び
、
そ
の
生

活
を
支
配
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
強
力
な
競
争
相
手
の
存
在
は
宣
教
活
動
を
困
難
に
す
る
。
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
、
宣
教
団
は

し
ば
し
ば
現
地
行
政
機
関
の
協
力
を
期
待
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
期
待
が
常
に
満
足
さ
せ
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
特
に
別
の
宗
教
の

も
と
で
先
住
民
社
会
が
一
定
の
安
定
を
見
て
い
る
と
き
に
は
、
現
地
行
政
機
関
は
先
住
民
の
伝
統
・
習
俗
を
尊
重
し
利
用
し
て
、
漸
進

的
・
間
接
的
に
政
治
統
合
を
進
め
よ
う
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
し
ば
し
ば
聖
職
者
を
苛
立
た
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
ロ
シ
ア
帝

国
の
場
合
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

　

第
三
は
、
布
教
に
伴
っ
て
生
ま
れ
、
先
住
民
社
会
の
中
で
一
定
の
割
合
を
占
め
る
に
い
た
る
新
し
い
人
的
範
疇
の
存
在
で
あ
る
。
布

教
の
結
果
と
し
て
、
先
住
民
の
中
に
改
宗
者
が
現
れ
て
く
る
。
ま
た
、
本
国
や
内
地
か
ら
の
移
住
者
と
先
住
民
と
の
正
式
の
婚
姻
に
よ

っ
て
生
ま
れ
た
子
供
は
、
多
く
の
場
合
洗
礼
を
受
け
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
人
々
は
移
住
者
の
社
会
と
先
住
民
社
会

の
間
に
立
つ
存
在
で
あ
り
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
複
合
的
で
あ
っ
て
、
両
者
を
つ
な
ぐ
媒
介
に
な
り
う
る
と
と
も
に
、
双
方
か

ら
異
質
な
存
在
と
み
な
さ
れ
、
排
除
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
々
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
は
、
先
住
民
社
会
の
政
治
統
合

に
お
い
て
と
き
に
難
し
い
問
題
と
な
る
。

（
1
）

（
2
）
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帝政期のザバイカリエにおけるブリヤートへの宣教活動
　

こ
の
よ
う
な
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
な
が
ら
、
本
稿
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
最
前
線
と
も
い
う
べ
き
ロ
シ
ア
帝
国
・
南
シ
ベ
リ

ア
の
ザ
バ
イ
カ
リ
エ
（
バ
イ
カ
ル
湖
以
東
の
地
域
）
に
お
け
る
ブ
リ
ヤ
ー
ト
へ
の
ロ
シ
ア
正
教
会
の
宣
教
活
動
を
概
観
す
る
。
そ
の
際
、

最
初
は
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
主
教
区
の
第
一
副
主
教
（
セ
レ
ン
ギ
ン
ス
ク
主
教
）
と
し
て
、
の
ち
に
は
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
大
主
教
と
し
て
活
動

を
指
導
し
た
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
（
俗
名
В
・
А
・
ブ
ラ
ゴ
ン
ラ
ー
ヴ
ォ
フ
、

一
八
二
五
─
九
二
年
）
を
中
心
に
置
く
。
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
の

宣
教
活
動
と
そ
れ
を
基
礎
づ
け
た
思
想
の
意
義
を
、
こ
の
地
域
の
政
治
統
合
と
の
関
連
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的

で
あ
る
。

二　

ザ
バ
イ
カ
リ
エ
へ
の
正
教
伝
道

　

も
と
も
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
支
配
的
で
あ
っ
た
ザ
バ
イ
カ
リ
エ
の
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
間
に
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
（
俗
に
「
ラ
マ
教

ламаизм

」
と
称
さ
れ
る
）
の
浸
透
が
進
む
の
は
一
七
世
紀
後
半
で
あ
る
。
も
と
も
と
ザ
バ
イ
カ
リ
エ
と
モ
ン
ゴ
ル
の
間
に
は
活
発
な

往
来
が
あ
り
、
モ
ン
ゴ
ル
や
チ
ベ
ッ
ト
の
ラ
マ
は
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
こ
の
地
方
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
。
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
入
っ
た

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
は
遊
牧
民
で
あ
る
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
生
活
様
式
に
よ
く
馴
染
み
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
融
合
し
つ
つ
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
社
会

に
定
着
し
て
い
っ
た
。
ザ
バ
イ
カ
リ
エ
の
ロ
シ
ア
国
家
へ
の
併
合
が
進
む
一
七
世
紀
末
に
は
、
既
に
こ
の
地
に
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
影

響
が
広
が
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
同
じ
く
ブ
リ
ヤ
ー
ト
が
多
く
住
む
地
で
あ
り
な
が
ら
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
影
響
が
弱
く
、

依
然
と
し
て
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
優
勢
で
あ
り
続
け
た
バ
イ
カ
ル
湖
以
西
の
地
域
と
の
間
に
は
顕
著
な
違
い
が
あ
っ
た
。

　

一
七
二
七
年
の
キ
ャ
フ
タ
条
約
に
よ
っ
て
ザ
バ
イ
カ
リ
エ
と
清
朝
統
治
下
の
モ
ン
ゴ
ル
の
間
に
境
界
が
画
定
さ
れ
る
と
、
モ
ン
ゴ
ル

人
ラ
マ
や
チ
ベ
ッ
ト
人
ラ
マ
の
入
国
は
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
代
わ
っ
て
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
ラ
マ
が
育
ち
、
大
き
な
社
会
的
役

割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
一
七
四
一
年
、
女
帝
エ
リ
ザ
ヴ
ェ
ー
タ
に
よ
っ
て
仏
教
の
布
教
が
正
式
に
認
め
ら
れ
、
ラ
マ
は
政
府
に
対

（
3
）

（
4
）
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す
る
忠
誠
の
誓
約
を
し
た
上
で
ヤ
サ
ー
ク
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
七
六
四
年
、
ザ
バ
イ
カ
リ
エ
最
古
の
寺
院
の
一
つ
で
あ

る
ツ
ォ
ン
ゴ
ル
・
ダ
ツ
ァ
ン
の
座
主
が
ブ
リ
ヤ
ー
ト
仏
教
界
の
管
長
に
任
命
さ
れ
、
バ
ン
デ
ィ
ド
・
ハ
ン
ボ
・
ラ
マ
と
称
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　

一
六
八
一
年
、
ロ
シ
ア
国
家
の
一
部
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
ザ
バ
イ
カ
リ
エ
に
国
教
で
あ
る
正
教
を
広
め
る
べ
く
、
ダ
ウ
ー
ル
宣
教
団

が
活
動
を
開
始
す
る
。
拠
点
と
し
て
バ
イ
カ
ル
湖
岸
の
ポ
ソ
リ
ス
ク
に
修
道
院
が
建
て
ら
れ
た
。
一
七
〇
七
年
、
宣
教
団
は
正
式
に
認

可
さ
れ
る
。
し
か
し
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
影
響
が
強
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
八
世
紀
の
間
、
宣
教
活
動
は
ほ
と
ん
ど
進
ま
な
か
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
一
八
世
紀
中
葉
、
正
教
会
に
お
い
て
分
離
派
と
さ
れ
、
迫
害
を
逃
れ
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
い
た
古
儀
式
派
が
集
団
で
ザ
バ

イ
カ
リ
エ
に
移
住
し
て
き
た
。
そ
の
数
は
五
〇
〇
〇
人
未
満
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
人
口
を
伸
ば
し
、
村
を
形
成
し
た
。
ザ

バ
イ
カ
リ
エ
に
定
着
し
た
彼
ら
は
セ
メ
イ
ス
キ
ー
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
古
儀
式
派
の
存
在
は
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
残
存
や

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
影
響
力
の
強
さ
と
相
俟
っ
て
、
ザ
バ
イ
カ
リ
エ
の
宗
教
事
情
を
複
雑
に
し
た
。

　

ザ
バ
イ
カ
リ
エ
に
お
い
て
再
度
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
の
た
め
の
宣
教
団
設
立
が
構
想
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
九
世
紀
に
入
っ
て
か

ら
で
あ
る
。
当
時
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
キ
リ
ス
ト
教
文
明
を
広
げ
る
こ
と
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
一
八
一
二
年
一
二
月
、

イ
ギ
リ
ス
に
範
を
と
り
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
の
た
め
の
組
織
と
し
て
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
ロ
シ
ア
聖
書
協
会
が
設
置
さ
れ
た
。
一
八
一
四

年
、
ミ
ハ
イ
ル
（
俗
名
М
・
И
・
ブ
ル
ド
ゥ
コ
フ
、
一
七
七
〇
─
一
八
三
〇
年
）
が
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
大
主
教
に
な
る
と
、
ロ
ン
ド
ン
伝

道
協
会
の
協
力
の
も
と
、
一
二
月
に
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
に
聖
書
協
会
の
支
部
が
設
立
さ
れ
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
一
世
の
許
可
を
得
て
、

イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ス
タ
リ
ブ
ラ
ス
（
一
七
九
四
─
一
八
八
四
年
）
ら
が
、
一
八
一
九
年
か
ら
セ
レ
ン
ギ
ン
ス
ク
を

拠
点
と
し
て
ブ
リ
ヤ
ー
ト
に
対
す
る
宣
教
活
動
を
開
始
し
た
。

　

一
八
一
九
年
か
ら
二
二
年
ま
で
シ
ベ
リ
ア
総
督
を
務
め
た
ス
ペ
ラ
ン
ス
キ
ー
は
宣
教
活
動
の
啓
蒙
的
役
割
を
認
め
、
こ
れ
に
対
し
て

（
5
）

（
6
）（

7
）

（
8
）

（
9
）
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帝政期のザバイカリエにおけるブリヤートへの宣教活動

好
意
的
な
態
度
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
宗
教
の
違
い
に
こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た
。
ブ
リ
ヤ
ー
ト
を
帝
国
統
治
に
組
み
込
も
う
と
し
て

い
た
ス
ペ
ラ
ン
ス
キ
ー
に
と
っ
て
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
ラ
マ
に
協
力
を
求
め
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
八
二
二
年
七
月
に
定
め
ら
れ
た
「
異
族
人
管
理
規
程
」
は
、
先
住
民
の
自
治
を
尊
重
し
つ
つ
、
彼
ら
を
ロ
シ
ア
帝
国
の
法
の
枠
組
み

の
中
に
取
り
込
ん
だ
。
こ
の
年
、
シ
ベ
リ
ア
総
督
管
区
は
東
と
西
に
分
け
ら
れ
、
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
に
東
シ
ベ
リ
ア
総
督
府
が
置
か
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　

続
く
ニ
コ
ラ
イ
一
世
の
時
代
、
一
八
三
八
年
に
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
主
教
（
一
八
四
〇
年
大
主
教
に
昇
叙
）
に
な
っ
た
ニ
ー
ル
（
俗
名

Н
・
Ф
・
イ
サ
コ
ー
ヴ
ィ
チ
、
一
七
九
九
─
一
八
七
四
年
）
の
も
と
で
正
教
の
宣
教
活
動
が
活
発
化
す
る
。
ニ
ー
ル
は
仏
教
研
究
に
お

い
て
顕
著
な
功
績
を
挙
げ
る
な
ど
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
世
界
に
対
し
て
深
い
理
解
を
も
ち
、
正
教
文
献
の
ブ
リ
ヤ
ー
ト
語
へ
の
翻
訳
に
貢
献

し
た
人
で
あ
る
。
ザ
バ
イ
カ
リ
エ
で
の
宣
教
に
対
す
る
政
府
の
姿
勢
も
変
化
し
た
。
正
教
の
宣
教
活
動
が
活
発
化
し
た
こ
と
に
伴
い
、

一
八
四
〇
年
、
ニ
コ
ラ
イ
一
世
は
宗
務
院
の
提
案
に
従
っ
て
ザ
バ
イ
カ
リ
エ
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
宣
教
団
の
活
動
を
停
止
さ
せ
た
。

　

受
洗
し
た
ブ
リ
ヤ
ー
ト
は
遊
牧
民
で
な
く
定
住
民
と
し
て
扱
わ
れ
、
通
常
の
税
を
賦
課
さ
れ
た
。
臣
民
を
そ
の
宗
教
に
よ
っ
て
区
分

し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
法
律
婚
に
制
約
を
設
け
て
い
た
帝
政
期
の
ロ
シ
ア
は
、
宗
教
的
な
混
合
婚
に
つ
い
て
は
厳
格
な
態
度
を
と
っ
て

い
た
。
正
教
徒
は
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
結
婚
を
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
両
者
の
間
で
行
わ
れ
た
婚
姻
は
無
効
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ

の
制
約
は
宗
教
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
人
種
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
改
宗
さ
え
す
れ
ば
異
人
種
間
の
婚
姻
に
は
法
的
な
障
害
は
な
く

な
っ
た
。
受
洗
ブ
リ
ヤ
ー
ト
と
ロ
シ
ア
人
女
性
と
の
婚
姻
に
よ
り
、
少
な
か
ら
ぬ
混
血
の
住
民
（「
メ
テ
ィ
ス
」
と
呼
ば
れ
る
）
が
生

ま
れ
た
。
正
教
を
信
じ
る
受
洗
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
子
孫
は
カ
ル
ィ
ム
と
呼
ば
れ
る
。

　

一
九
世
紀
の
半
ば
に
な
る
と
、
東
シ
ベ
リ
ア
総
督
ム
ラ
ヴ
ィ
ヨ
ー
フ
の
も
と
で
、
ザ
バ
イ
カ
リ
エ
に
対
す
る
政
治
的
・
軍
事
的
な
関

心
が
高
ま
る
。
一
八
五
一
年
三
月
、
東
シ
ベ
リ
ア
総
督
の
指
揮
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
三
個
の
騎
兵
連
隊
と
歩
兵
旅
団
か
ら
成
る
ザ
バ
イ
カ
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ル
・
カ
ザ
ー
ク
軍
団
が
新
設
さ
れ
る
。
一
〇
月
、
ヴ
ェ
ル
フ
ネ
ウ
ヂ
ン
ス
ク
と
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
と
い
う
二
つ
の
地
区
か
ら
成
る
ザ
バ
イ

カ
ル
州
が
設
置
さ
れ
、
П
・
И
・
ザ
ポ
リ
ス
キ
ー
が
初
代
の
軍
務
知
事
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
、
行
政
の
中
心
で
あ
る
チ
タ
が
市
に
昇

格
し
た
。

　

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
対
す
る
監
督
も
強
化
さ
れ
た
。
一
八
五
三
年
五
月
、
仏
教
界
を
統
制
下
に
置
く
た
め
に
「
東
シ
ベ
リ
ア
・
ラ
マ
教

聖
職
者
規
程
」
が
定
め
ら
れ
る
。
寺
院
の
建
立
や
ラ
マ
僧
の
数
が
制
限
さ
れ
、
東
シ
ベ
リ
ア
総
督
の
監
督
下
に
、
バ
ン
デ
ィ
ド
・
ハ
ン

ボ
・
ラ
マ
に
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
仏
教
界
を
統
括
さ
せ
る
体
制
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
清
の
支
配
下
に
あ
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
と
の
国
境
の
管

理
も
厳
格
に
な
り
、
キ
ャ
フ
タ
な
ど
国
境
で
の
仏
具
の
取
引
に
対
す
る
規
制
が
強
め
ら
れ
た
。
ザ
バ
イ
カ
リ
エ
で
の
宣
教
に
尽
力
し
た

ニ
ー
ル
が
ヤ
ロ
ス
ラ
ー
ヴ
リ
・
ロ
ス
ト
フ
大
主
教
に
な
っ
て
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
を
去
っ
た
の
は
こ
の
年
の
一
二
月
で
あ
る
。

　

一
八
六
〇
年
に
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
大
主
教
に
な
っ
た
パ
ル
フ
ェ
ー
ニ
ー
（
俗
名
П
・
Т
・
ポ
ポ
フ
、
一
八
一
一
─
七
三
年
）
の
も
と
で
、

一
八
六
〇
年
代
、
ザ
バ
イ
カ
リ
エ
の
伝
道
事
業
が
本
格
化
す
る
。
パ
ル
フ
ェ
ー
ニ
ー
は
、
宣
教
活
動
を
強
化
す
る
た
め
に
、
一
八
三
〇

年
に
西
シ
ベ
リ
ア
で
活
動
を
開
始
し
た
ア
ル
タ
イ
宣
教
団
に
倣
っ
て
、
主
教
区
内
に
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
と
ザ
バ
イ
カ
ル
と
い
う
二
つ
の
宣

教
団
を
開
設
し
た
。
そ
の
一
つ
、
ザ
バ
イ
カ
ル
宣
教
団
長
と
し
て
パ
ル
フ
ェ
ー
ニ
ー
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
の
が
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
で
あ
る
。

ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
は
タ
ン
ボ
フ
の
聖
職
者
の
子
で
あ
り
、
一
八
五
〇
年
に
カ
ザ
ン
神
学
大
学
で
マ
ギ
ス
ト
ル
の
学
位
を
受
け
た
あ
と
、
い

く
つ
か
の
神
学
校
の
校
長
を
務
め
て
い
た
。
一
八
六
二
年
五
月
、
彼
は
主
教
に
叙
聖
さ
れ
、
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
主
教
区
の
第
一
副
主
教
、

ザ
バ
イ
カ
ル
宣
教
団
長
に
な
っ
た
。
宣
教
団
の
活
動
拠
点
は
主
教
座
が
置
か
れ
た
セ
レ
ン
ギ
ン
ス
ク
の
ポ
ソ
リ
ス
キ
ー
修
道
院
で
あ
っ

た
。

　

一
八
六
五
年
、
皇
后
マ
リ
ヤ
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ヴ
ナ
の
直
接
の
後
援
の
も
と
、
宗
務
院
の
管
轄
下
に
、
帝
国
東
部
で
の
正
教
伝
道

に
対
す
る
支
援
を
主
た
る
目
的
と
す
る
正
教
伝
道
協
会
が
設
立
さ
れ
る
。
一
八
六
六
年
、
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
支
部
が
設
立
さ
れ
、
ザ
バ
イ
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帝政期のザバイカリエにおけるブリヤートへの宣教活動

カ
ル
宣
教
団
も
国
庫
か
ら
資
金
援
助
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
八
六
八
年
、
伝
道
協
会
は
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
か
ら
モ
ス
ク
ワ
に
移
り
、

異
族
人
へ
の
宣
教
活
動
に
豊
か
な
経
験
を
も
つ
モ
ス
ク
ワ
と
コ
ロ
ム
ナ
の
府
主
教
（
以
下
、
モ
ス
ク
ワ
府
主
教
）
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ー

（
俗
名
И
・
Е
・
ポ
ポ
フ
、
一
七
九
七
─
一
八
七
九
年
）
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ー
は
、
一
八
四
〇
年
一
二
月
に
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
主
教
区
か
ら
カ
ム
チ
ャ
ト
カ
・
ク
リ
ル
・
ア
レ
ウ
ト
主
教
区
（
以

下
、
カ
ム
チ
ャ
ト
カ
主
教
区
）
が
独
立
し
た
と
き
、
最
初
の
カ
ム
チ
ャ
ト
カ
主
教
に
な
っ
た
人
で
あ
る
。
一
八
五
八
年
五
月
、
愛
琿
条

約
に
よ
っ
て
ア
ム
ー
ル
川
左
岸
が
ロ
シ
ア
領
と
な
り
、
一
二
月
に
ア
ム
ー
ル
州
が
創
設
さ
れ
る
と
、
カ
ム
チ
ャ
ト
カ
主
教
座
は
誕
生
し

た
ば
か
り
の
州
都
ブ
ラ
ゴ
ヴ
ェ
シ
チ
ェ
ン
ス
ク
市
に
移
っ
た
。
そ
こ
で
極
東
の
伝
道
に
顕
著
な
実
績
を
挙
げ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
一

八
六
七
年
、
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ー
は
当
時
ロ
シ
ア
正
教
会
で
最
高
の
地
位
で
あ
っ
た
モ
ス
ク
ワ
府
主
教
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三　

イ
リ
ミ
ン
ス
キ
ー
と
シ
チ
ャ
ー
ポ
フ

　

ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
の
活
動
を
評
価
す
る
に
際
し
て
、
比
較
の
た
め
に
、
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
と
同
様
カ
ザ
ン
神
学
大
学
の
出
身
で
あ
る
二
人

の
人
物
の
思
想
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
Н
・
И
・
イ
リ
ミ
ン
ス
キ
ー
と
А
・
П
・
シ
チ
ャ
ー
ポ
フ
で
あ
る
。

　

一
八
六
〇
年
代
は
沿
ヴ
ォ
ル
ガ
地
域
で
タ
タ
ー
ル
人
の
大
量
棄
教
が
起
こ
り
、
中
央
で
そ
れ
に
対
す
る
懸
念
が
強
ま
っ
た
時
期
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
す
る
方
策
を
提
案
し
て
名
を
上
げ
た
の
が
、
カ
ザ
ン
神
学
大
学
で
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
の
少
し
先
輩
に
な
る
イ
リ
ミ
ン
ス

キ
ー
で
あ
っ
た
。
イ
リ
ミ
ン
ス
キ
ー
に
と
っ
て
、
異
族
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
決
定
す
る
の
は
言
語
よ
り
も
信
仰
で
あ
り
、
正
教

を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
ロ
シ
ア
帝
国
へ
の
政
治
的
統
合
に
と
っ
て
よ
い
影
響
を
与

え
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
イ
ス
ラ
ム
の
脅
威
へ
の
宗
教
的
対
抗
の
た
め
に
言
語
の
多
様
性
を
許
容
し
、
異
族
人
の
言
語

（
口
語
）
を
使
っ
て
正
教
を
広
め
る
と
い
う
や
り
方
を
説
い
た
。
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イ
リ
ミ
ン
ス
キ
ー
は
タ
タ
ー
ル
宣
教
の
た
め
に
カ
ザ
ン
神
学
大
学
で
タ
タ
ー
ル
語
学
習
を
推
進
し
よ
う
と
し
た
が
、
宗
教
界
で
は
十

分
な
賛
同
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
宗
務
院
総
監
の
ト
ル
ス
ト
イ
は
彼
を
強
力
に
支
持
し
た
。
国
民
教
育
相
で
も
あ
っ
た
ト
ル

ス
ト
イ
は
、
正
教
の
布
教
を
文
明
化
と
し
て
捉
え
て
い
た
が
、
そ
の
た
め
に
ロ
シ
ア
語
に
よ
る
初
等
教
育
が
必
須
で
あ
る
と
は
考
え
て

い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
イ
リ
ミ
ン
ス
キ
ー
の
提
案
す
る
神
学
校
が
異
族
人
教
育
に
有
効
で
あ
る
と
し
て
評
価
し
て
い
た
。

　

イ
リ
ミ
ン
ス
キ
ー
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
、
洗
礼
を
受
け
た
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ム
ス
リ
ム
の
タ
タ
ー
ル
人
か
ら
分
離
す

る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ロ
シ
ア
人
の
そ
れ
に
近
づ
け
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
イ
リ
ミ
ン
ス
キ
ー
は
改
宗
者

に
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
維
持
さ
せ
、
後
の
世
代
の
改
宗
な
ど
正
教
会
の
た
め
に
用
い
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
イ
リ
ミ
ン
ス
キ
ー
に
は
人
種
の
混
淆
に
よ
っ
て
ロ
シ
ア
化
を
進
め
る
と
い
う
発
想
は
な
か
っ
た
。
イ
リ
ミ
ン
ス
キ
ー
や
そ
の
思
想
の

実
践
者
た
ち
は
改
宗
の
結
果
と
し
て
異
人
種
間
結
婚
が
生
じ
る
こ
と
を
望
ん
で
は
い
な
か
っ
た
。
改
宗
者
は
同
じ
人
種
間
で
結
婚
し
た

ほ
う
が
よ
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
文
明
化
に
最
大
の
関
心
を
持
ち
、
同
時
に
人
種
的
混
淆
の
問
題
を
重
視
し
た
の
が
シ
チ
ャ
ー
ポ
フ
で
あ
る
。
ロ
シ

ア
人
聖
職
者
の
父
と
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
母
と
の
間
に
生
ま
れ
た
シ
チ
ャ
ー
ポ
フ
は
、
シ
ベ
リ
ア
地
方
主
義
の
始
祖
と
み
な
さ
れ
る
存
在
で

あ
る
。
チ
ェ
ル
ヌ
ィ
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
を
は
じ
め
と
し
て
、
一
八
六
〇
年
代
の
政
治
的
急
進
派
に
は
聖
職
者
身
分
の
出
身
者
が
少
な
く
な

か
っ
た
が
、
シ
チ
ャ
ー
ポ
フ
も
し
ば
し
ば
反
体
制
運
動
へ
の
関
与
を
疑
わ
れ
た
。
最
初
に
逮
捕
さ
れ
た
の
は
一
八
六
一
年
で
あ
る
。
聖

職
者
と
し
て
の
教
育
を
受
け
て
い
た
シ
チ
ャ
ー
ポ
フ
は
、
こ
の
と
き
、
カ
ザ
ン
大
学
の
講
師
と
し
て
、
特
に
分
離
派
に
注
目
す
る
立
場

か
ら
ロ
シ
ア
史
を
講
じ
て
い
た
。
四
月
一
六
日
、
農
奴
制
の
廃
止
に
伴
っ
て
起
き
た
ベ
ズ
ナ
村
の
騒
擾
に
つ
い
て
追
悼
集
会
で
演
説
し

た
彼
は
、
騒
擾
の
指
導
者
を
イ
エ
ス
に
な
ぞ
ら
え
、
キ
リ
ス
ト
の
教
え
は
民
主
主
義
的
で
あ
る
と
述
べ
た
た
め
に
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル

二
世
の
命
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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帝政期のザバイカリエにおけるブリヤートへの宣教活動
　

宗
務
院
は
シ
チ
ャ
ー
ポ
フ
を
白
海
沿
岸
の
ソ
ロ
ヴ
ェ
ツ
キ
ー
修
道
院
に
送
る
こ
と
を
決
定
し
た
が
、
彼
の
地
方
改
革
に
関
す
る
意
見

書
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
内
相
ヴ
ァ
ル
ー
エ
フ
は
決
定
を
取
り
消
さ
せ
、
自
由
な
勤
務
条
件
を
与
え
て
内
務
省
で
分
離
派
に
関
す
る
仕

事
に
従
事
さ
せ
て
い
る
。
勤
務
は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
も
積
極
的
な
反
体
制
活
動
を
行
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
要
注
意

人
物
と
し
て
警
察
か
ら
マ
ー
ク
さ
れ
て
お
り
、
逮
捕
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
都
度
無
罪
に
な
っ
て
い
る
。

　

シ
チ
ャ
ー
ポ
フ
の
政
治
的
見
解
は
一
貫
性
を
欠
い
て
い
た
。
中
央
ロ
シ
ア
と
シ
ベ
リ
ア
の
相
違
に
注
目
し
、
連
邦
主
義
的
な
傾
向
を

持
つ
シ
チ
ャ
ー
ポ
フ
の
思
想
は
初
期
ス
ラ
ヴ
派
に
通
じ
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
他
方
で
シ
チ
ャ
ー
ポ
フ
は
植
民
者
と
し
て
の
大
ロ
シ

ア
人
の
同
化
能
力
に
対
し
て
高
い
評
価
を
与
え
て
お
り
、
ロ
シ
ア
人
に
よ
る
征
服
が
ブ
リ
ヤ
ー
ト
や
ヤ
ク
ー
ト
人
に
と
っ
て
も
よ
い
こ

と
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
異
族
人
に
と
っ
て
「
文
明
化
」
が
好
ま
し
い
と
考
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
シ
チ
ャ
ー
ポ
フ
も
当
時
の
他
の

知
識
人
と
違
い
が
な
か
っ
た
。
文
明
と
未
開
と
い
う
二
項
対
立
や
、
そ
れ
に
基
づ
く
異
族
人
と
い
う
存
在
の
意
義
の
否
定
は
、
こ
の
時

代
に
は
政
治
的
に
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
る
こ
と
と
矛
盾
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
シ
チ
ャ
ー
ポ
フ
は
と
き
に
、
ス
ラ
ヴ
派
の
嫌

う
ロ
シ
ア
の
中
央
集
権
を
積
極
的
に
評
価
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
家
へ
の
統
合
が
未
開
の
異
族
人
に
文
明
の
恩
恵
を
及
ぼ
す
と
考
え
た

か
ら
で
あ
る
。

　

ブ
リ
ヤ
ー
ト
と
ロ
シ
ア
人
の
間
に
生
ま
れ
た
シ
チ
ャ
ー
ポ
フ
に
は
、
単
な
る
異
族
人
の
ロ
シ
ア
化
で
は
な
く
、
シ
ベ
リ
ア
人
と
い
う

新
し
い
範
疇
が
で
き
る
こ
と
へ
の
期
待
が
あ
っ
た
。
シ
ベ
リ
ア
人
は
、
文
明
化
さ
れ
た
人
々
で
あ
る
べ
き
だ
っ
た
が
、
人
種
的
に
純
粋

な
ロ
シ
ア
人
で
あ
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
交
差
点
で
あ
る
ロ
シ
ア
に
は
も
と
も
と
ス
ラ
ヴ
、
フ
ィ
ン
、
ト
ル

コ
、
モ
ン
ゴ
ル
と
い
う
四
つ
の
人
種
が
お
り
、
混
血
に
よ
っ
て
新
し
い
人
種
が
生
ま
れ
て
い
た
。
特
に
環
境
の
厳
し
い
シ
ベ
リ
ア
は
人

種
変
容
の
実
験
室
で
あ
っ
た
。
シ
チ
ャ
ー
ポ
フ
は
人
種
混
淆
を
視
野
に
入
れ
て
文
明
化
を
考
え
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
シ
チ
ャ
ー
ポ
フ
の
場
合
、
人
種
的
混
淆
へ
の
期
待
は
必
ず
し
も
ブ
リ
ヤ
ー
ト
に
対
す
る
積
極
的
評
価
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
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か
っ
た
。
シ
チ
ャ
ー
ポ
フ
は
、
人
種
と
文
明
化
の
水
準
と
の
間
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
文
明
化
の
水
準
に
序
列
が

あ
る
以
上
、
人
種
に
序
列
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
は
脳
の
大
き
さ
と
文
明
化
の
水
準
と
の
間
に
直

接
の
相
関
関
係
を
見
出
し
、
異
族
人
は
神
経
や
脳
の
発
達
が
遅
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
文
化
水
準
の
優
劣
は
疑
似
的
な
自
然
科
学

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

四　

ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
の
宣
教
方
針

　

ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
は
、
異
族
人
と
い
う
存
在
に
こ
だ
わ
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
か
ら
見
れ
ば
、
ロ
シ
ア
語
が
で
き
る

受
洗
ブ
リ
ヤ
ー
ト
は
、
人
種
に
関
わ
り
な
く
立
派
な
帝
国
臣
民
で
あ
っ
た
。
彼
は
改
宗
し
た
ブ
リ
ヤ
ー
ト
に
も
と
も
と
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
を
捨
て
さ
せ
、
彼
ら
を
ロ
シ
ア
人
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
ロ
シ
ア
人
名
を
与
え
、
衣
服
や
髪
形
も
ロ
シ
ア
風
に
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
に
は
、
イ
リ
ミ
ン
ス
キ
ー
の
や
り
方
に
賛
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

六
〇
年
代
に
彼
が
イ
リ
ミ
ン
ス
キ
ー
に
宛
て
て
書
い
た
手
紙
は
、
二
人
の
間
に
根
本
的
な
不
一
致
が
あ
っ
た
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　

ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
に
と
っ
て
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
語
に
よ
る
宣
教
は
必
ず
し
も
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
モ
ン
ゴ
ル
語
や
ブ
リ
ヤ
ー
ト
語

の
聖
書
や
祈
禱
書
を
導
入
す
る
こ
と
が
よ
い
結
果
を
生
む
と
も
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
現
地
語
や
翻
訳
に
依
拠
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に

よ
っ
て
正
教
を
学
ぶ
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
間
に
、
自
分
た
ち
は
ロ
シ
ア
人
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
育
て
る
こ
と
に
な
る
。
ブ

リ
ヤ
ー
ト
語
で
宗
教
生
活
を
送
る
改
宗
者
は
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
社
会
か
ら
は
分
離
し
て
い
る
が
な
お
ロ
シ
ア
人
社
会
と
は
結
び
つ
い
て
お

ら
ず
、
別
個
の
社
会
を
作
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
数
が
増
え
る
ほ
ど
、
彼
ら
の
ロ
シ
ア
化
は
困
難
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
当
時
、
正
教
文
書
の
現
地
語
へ
の
翻
訳
は
先
住
民
へ
の
伝
道
方
法
と
し
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
ザ
バ
イ
カ
ル
宣

教
の
先
駆
者
で
あ
る
ニ
ー
ル
大
主
教
も
こ
れ
に
熱
心
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
当
時
カ
ム
チ
ャ
ト
カ
大
主
教
で
あ
っ
た
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
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ィ
ー
は
、
一
八
六
一
年
九
月
、
日
本
で
の
伝
道
を
開
始
し
て
い
た
ニ
コ
ラ
イ
に
箱
館
で
会
っ
た
際
、
専
心
日
本
語
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る

と
し
、
聖
書
と
祈
禱
書
を
日
本
語
に
翻
訳
し
て
正
教
精
神
の
土
着
化
を
図
る
よ
う
勧
め
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
ロ
シ
ア
語
に
こ
だ
わ
る
ヴ

ェ
ニ
ア
ミ
ン
の
立
場
は
必
ず
し
も
広
く
支
持
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
か
つ
て
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
主
教
で
あ
っ
た
ニ
ー
ル
は
ヴ
ェ
ニ

ア
ミ
ン
が
現
地
語
を
勤
行
に
使
用
し
な
い
こ
と
に
対
し
て
腹
を
立
て
て
い
た
と
い
う
。

　

ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
に
と
っ
て
何
に
も
ま
し
て
重
要
な
の
は
ラ
マ
の
影
響
を
排
除
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
ブ
リ
ヤ
ー
ト
に

で
き
る
だ
け
早
く
キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼
を
受
け
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
そ
の
精
神
に
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
残
存
し
て
い
て
も
、

ブ
リ
ヤ
ー
ト
に
キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼
を
授
け
る
こ
と
は
一
向
に
差
し
支
え
な
か
っ
た
。
洗
礼
を
受
け
る
に
値
す
る
人
間
と
そ
う
で
な
い

人
間
を
区
別
す
る
の
は
神
で
あ
り
、
誰
が
洗
礼
に
値
す
る
か
は
宣
教
団
が
判
断
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
洗
礼
を
望
む
者
を
異

教
徒
の
ま
ま
死
な
せ
る
こ
と
こ
そ
が
重
大
な
罪
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
ロ
シ
ア
人
が
キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼
を
受
け
た
と
き
、
そ
の
精
神
に

は
異
教
的
な
も
の
が
色
濃
く
残
っ
て
い
た
が
、
教
育
に
よ
っ
て
そ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
を
優
先
さ
せ
て
い
た
ら
、
ロ
シ
ア
人
は
ム
ス
リ

ム
や
仏
教
徒
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
洗
礼
を
急
ぐ
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
の
立
場
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
シ
チ
ャ
ー
ポ
フ
と
も
異
な
っ
て
い
た
。

聖
職
者
身
分
の
出
身
で
あ
り
な
が
ら
ブ
リ
ヤ
ー
ト
へ
の
宣
教
に
対
し
て
懐
疑
的
で
あ
っ
た
シ
チ
ャ
ー
ポ
フ
は
、
表
面
的
に
正
教
を
受
け

入
れ
た
と
こ
ろ
で
ブ
リ
ヤ
ー
ト
に
と
っ
て
は
何
の
利
益
も
な
く
、
彼
ら
の
文
化
水
準
を
上
げ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
ら
な
い
と
考
え
て
い

た
。
し
か
し
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
に
と
っ
て
、
シ
チ
ャ
ー
ポ
フ
が
求
め
る
よ
う
な
啓
蒙
を
目
的
と
し
た
学
校
教
育
は
決
し
て
望
ま
し
い
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
啓
蒙
に
よ
る
普
遍
的
教
育
の
普
及
に
こ
だ
わ
る
の
は
忌
む
べ
き
進
歩
主
義
で
あ
り
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
ブ
リ
ヤ
ー

ト
へ
の
教
育
は
宗
教
教
育
と
一
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
洗
礼
を
受
け
た
者
に
対
し
て
の
み
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
一
八
六
二
年
、

ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
主
教
は
ポ
ソ
リ
ス
キ
ー
修
道
院
付
属
の
学
校
を
開
き
、
一
八
六
四
年
、
そ
れ
を
伝
道
協
会
の
資
金
で
運
営
さ
れ
る
神
学
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校
に
再
編
し
た
。
ザ
バ
イ
カ
ル
宣
教
団
の
活
動
拠
点
が
チ
タ
に
移
っ
た
一
八
八
〇
年
以
後
、
こ
の
学
校
は
基
本
的
に
修
道
院
が
自
前
で

運
営
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
一
八
九
二
年
ま
で
存
続
し
、
多
く
の
教
師
や
聖
職
者
を
養
成
し
た
。

　

ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
の
ブ
リ
ヤ
ー
ト
と
の
関
わ
り
は
、
一
八
六
〇
年
代
の
終
わ
り
か
ら
一
八
七
〇
年
代
に
か
け
て
一
時
中
断
す
る
。
一
八

六
八
年
、
カ
ム
チ
ャ
ト
カ
大
主
教
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ー
が
モ
ス
ク
ワ
府
主
教
に
な
る
際
、
宗
務
院
に
対
し
て
後
任
に
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
を

推
薦
し
た
か
ら
で
あ
る
。
一
八
六
八
年
三
月
、
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
は
二
代
目
の
カ
ム
チ
ャ
ト
カ
主
教
に
な
っ
た
。
ブ
ラ
ゴ
ヴ
ェ
シ
チ
ェ
ン

ス
ク
に
移
っ
た
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
は
、
以
後
五
年
に
わ
た
り
、
極
東
へ
の
伝
道
に
献
身
す
る
。
一
八
七
〇
年
、
ア
レ
ウ
ト
主
教
区
が
独
立

し
、
残
っ
た
部
分
は
「
カ
ム
チ
ャ
ト
カ
・
ク
リ
ル
・
ブ
ラ
ゴ
ヴ
ェ
シ
チ
ェ
ン
ス
ク
主
教
区
」
と
改
称
さ
れ
た
。
一
八
七
一
年
、
ブ
ラ
ゴ

ヴ
ェ
シ
チ
ェ
ン
ス
ク
に
神
学
校
が
開
か
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
も
直
接
関
与
し
て
い
る
。
先
住
民
の
同
化
に
関
す
る
彼

の
考
え
方
は
こ
こ
で
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
年
、
イ
リ
ミ
ン
ス
キ
ー
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
は
、
受
洗
ヤ
ク
ー

ト
人
や
受
洗
ツ
ン
グ
ー
ス
人
と
呼
ぶ
こ
と
は
彼
ら
に
対
す
る
侮
辱
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

一
八
七
三
年
三
月
、
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
は
、
二
か
月
前
に
亡
く
な
っ
た
パ
ル
フ
ェ
ー
ニ
ー
に
代
わ
っ
て
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
主
教
に
な
り
、

再
び
ブ
リ
ヤ
ー
ト
へ
の
宣
教
に
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
八
七
八
年
四
月
に
は
大
主
教
に
昇
叙
さ
れ
る
。
翌
一
八
七
九
年
、
勅
令
に

よ
り
セ
レ
ン
ギ
ン
ス
ク
主
教
座
が
ポ
ソ
リ
ス
キ
ー
修
道
院
か
ら
チ
タ
に
移
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ポ
ソ
リ
ス
キ
ー
修
道
院
は
ザ
バ
イ
カ

リ
エ
宣
教
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
終
え
た
の
で
あ
る
。

五　

一
八
八
〇
年
代
の
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン

　

一
八
八
〇
年
四
月
、
ポ
ベ
ド
ノ
ス
ツ
ェ
フ
が
宗
務
院
総
監
に
な
っ
た
。
ポ
ベ
ド
ノ
ス
ツ
ェ
フ
も
ま
た
イ
リ
ミ
ン
ス
キ
ー
の
支
持
者
で

あ
っ
た
。
ポ
ベ
ド
ノ
ス
ツ
ェ
フ
に
と
っ
て
正
教
会
に
属
す
る
こ
と
は
ロ
シ
ア
帝
国
臣
民
で
あ
る
こ
と
と
同
義
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
比
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べ
れ
ば
言
語
の
違
い
は
重
要
で
は
な
か
っ
た
。
ポ
ベ
ド
ノ
ス
ツ
ェ
フ
は
啓
蒙
＝
文
明
化
に
対
し
て
懐
疑
的
で
あ
り
、
世
俗
的
な
教
育
を

嫌
っ
て
い
た
が
、
同
時
に
ロ
シ
ア
人
を
特
別
扱
い
し
た
り
均
一
の
ロ
シ
ア
文
化
へ
の
同
化
を
求
め
た
り
す
る
発
想
も
彼
に
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
の
関
心
も
、
基
本
的
に
民
族
と
し
て
の
ロ
シ
ア
人
と
い
う
よ
り
は
ロ
シ
ア
帝
国
と
い
う
容
器
と
そ

れ
を
支
え
る
も
の
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
た
。
彼
は
異
族
人
の
存
在
を
認
め
、
帝
国
の
中
に
そ
の
居
場
所
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
、
八
〇
年
代
に
は
イ
リ
ミ
ン
ス
キ
ー
・
シ
ス
テ
ム
が
ロ
シ
ア
帝
国
の
東
方
辺
境
政
策
を
基
礎
づ
け
て
い
た
。

　

ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
は
依
然
と
し
て
イ
リ
ミ
ン
ス
キ
ー
に
与
し
な
か
っ
た
。
彼
は
改
宗
し
た
異
族
人
を
特
別
扱
い
す
る
こ
と
に
対
し
て
批

判
的
で
あ
っ
た
。
異
族
人
を
子
ど
も
の
よ
う
に
甘
や
か
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
は
よ
り
純
粋
な
ロ
シ
ア
化
を
求
め
て

お
り
、
異
族
人
の
自
意
識
を
育
て
る
と
し
て
、
異
族
人
の
み
を
対
象
と
す
る
立
法
に
対
し
て
も
批
判
的
で
あ
っ
た
。
現
地
語
の
扱
い
に

つ
い
て
も
確
固
た
る
態
度
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
一
八
八
六
年
、
ポ
ベ
ド
ノ
ス
ツ
ェ
フ
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
、
イ
リ
ミ
ン

ス
キ
ー
は
、
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
が
語
学
の
才
能
を
欠
い
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
翻
訳
の
間
で
動
揺
し
て
い
る
と
述
べ
、
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
主

教
区
で
は
翻
訳
の
問
題
が
今
に
い
た
る
ま
で
決
着
を
見
て
い
な
い
と
し
た
。

　

ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
と
イ
リ
ミ
ン
ス
キ
ー
の
間
に
あ
っ
た
こ
の
よ
う
な
立
場
の
違
い
は
、
先
住
民
の
同
化
や
ロ
シ
ア
帝
国
臣
民
の
条
件
に

関
す
る
基
本
的
な
認
識
の
違
い
に
加
え
、
沿
ヴ
ォ
ル
ガ
の
イ
ス
ラ
ム
と
ザ
バ
イ
カ
リ
エ
の
仏
教
が
持
つ
政
治
的
重
要
性
の
違
い
に
よ
る

と
こ
ろ
も
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
シ
ベ
リ
ア
の
場
合
、
首
都
の
関
心
を
惹
い
て
い
た
の
は
異
族
人
の
改
宗
に
対
す
る
抵
抗
の
問

題
よ
り
も
む
し
ろ
政
治
的
分
離
主
義
を
伴
う
反
体
制
派
の
活
動
で
あ
っ
た
。

　

一
八
六
〇
年
代
以
降
、
シ
チ
ャ
ー
ポ
フ
を
継
承
し
た
Н
・
М
・
ヤ
ド
リ
ン
ツ
ェ
フ
ら
に
よ
っ
て
シ
ベ
リ
ア
地
方
主
義
の
考
え
方
が
形

成
さ
れ
て
お
り
、
一
八
八
二
年
に
出
た
ヤ
ド
リ
ン
ツ
ェ
フ
の
主
著
と
も
い
う
べ
き
『
植
民
地
と
し
て
の
シ
ベ
リ
ア
』
が
広
く
注
目
を
集

め
て
い
た
。
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
は
ト
ム
ス
ク
主
教
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
（
俗
名

И
・
П
・
ペ
ト
ロ
ー
フ
、
一
八
二
八
─
九
七
年
）
に
宛
て
た
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手
紙
の
中
で
こ
の
本
に
触
れ
、
読
ん
で
い
な
い
し
読
む
つ
も
り
も
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
ヤ
ド
リ
ン
ツ
ェ
フ
は
、
聖
職
者
を
低
く
評
価

す
る
な
ど
、
宣
教
活
動
に
対
し
て
好
意
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
本
の
中
で
ヤ
ド
リ
ン
ツ
ェ
フ
も
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
に
対
す
る
宣
教
活
動
は
以
前
に
も
増
し
て
困
難
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
ム
ラ
ヴ
ィ
ヨ
ー
フ
の
跡
を

継
ぎ
、
一
八
七
一
年
か
ら
七
三
年
に
か
け
て
東
シ
ベ
リ
ア
総
督
を
務
め
た
Н
・
П
・
シ
ネ
リ
ニ
コ
フ
が
、
寺
院
を
破
壊
す
る
な
ど
ブ
リ

ヤ
ー
ト
に
対
し
て
非
寛
容
な
政
策
を
と
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
た
め
ブ
リ
ヤ
ー
ト
は
固
い
守
り
の
姿
勢
を
と
る
に
い
た
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
は
行
政
当
局
の
協
力
を
求
め
た
。
正
教
を
広
め
、
異
族
人
社
会
を
ラ
マ
の
影
響
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
国
家
的
課
題

で
あ
り
、
現
地
の
行
政
当
局
が
積
極
的
に
取
り
組
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
良
心
の
問
題
へ
の
世
俗
権
力
の
干
渉
に
は
当
た
ら
な

い
と
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
は
考
え
て
い
た
。
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
の
見
る
と
こ
ろ
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
は
洗
礼
を
受
け
て
い
な
い
だ
け
で
キ
リ
ス
ト
教

を
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
行
政
当
局
の
後
押
し
が
あ
れ
ば
容
易
に
洗
礼
を
受
け
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
八
八
〇

年
代
の
前
半
に
東
シ
ベ
リ
ア
総
督
を
務
め
た
Д
・
Г
・
ア
ヌ
ー
チ
ン
は
、
地
域
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
社
会
組
織

を
尊
重
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
地
域
の
軍
事
的
・
戦
略
的
重
要
性
か
ら
も
、
社
会
関
係
の
安
定
を
脅
か
す
こ
と
の
な
い
よ

う
配
慮
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
も
あ
っ
て
彼
は
摩
擦
を
最
小
化
し
よ
う
と
努
め
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
へ
の
伝
道
に
対
し
て
も
非
協
力
的
で

あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
は
ア
ヌ
ー
チ
ン
が
宗
教
に
関
心
の
な
い
自
由
主
義
者
・
ニ
ヒ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

受
洗
ブ
リ
ヤ
ー
ト
に
対
す
る
ア
ヌ
ー
チ
ン
の
態
度
も
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
を
満
足
さ
せ
な
か
っ
た
。
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
は
受
洗
ブ
リ
ヤ
ー
ト

が
異
族
人
社
会
の
中
で
酵
母
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
実
際
に
は
彼
ら
は
困
難
な
状
況
に
置
か

れ
て
い
た
。
少
数
者
で
あ
る
受
洗
ブ
リ
ヤ
ー
ト
は
自
治
機
関
で
あ
る
ス
テ
ッ
プ
・
ド
ゥ
ー
マ
の
中
で
十
分
に
代
表
さ
れ
ず
、
不
利
益
を

被
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
に
と
っ
て
、
受
洗
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
状
況
を
改
善
す
る
に
は
彼
ら
が
自
治
機
関
の
中
で
し
か
る
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べ
き
地
位
に
就
く
必
要
が
あ
り
、
一
旦
そ
の
地
位
に
就
い
た
ら
異
教
徒
が
と
っ
て
代
わ
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

異
族
人
自
治
の
尊
重
は
絶
対
で
は
な
く
、
か
つ
て
シ
ネ
リ
ニ
コ
フ
総
督
が
や
っ
た
よ
う
に
、
受
洗
ブ
リ
ヤ
ー
ト
が
ス
テ
ッ
プ
・
ド
ゥ
ー

マ
の
中
で
地
位
を
確
保
す
る
た
め
に
当
局
が
介
入
で
き
る
よ
う
、
立
法
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
か
っ
た
。
し
か
し
、
総
督

府
は
そ
れ
を
積
極
的
に
進
め
よ
う
と
は
し
な
い
ど
こ
ろ
か
妨
げ
さ
え
し
た
。
行
政
当
局
が
受
洗
ブ
リ
ヤ
ー
ト
を
自
治
機
関
の
中
に
押
し

込
め
ば
、
改
宗
し
て
い
な
い
者
の
目
に
は
改
宗
者
と
当
局
が
一
体
化
し
て
映
り
、
社
会
関
係
を
混
乱
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。

　

ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
の
不
満
は
、
セ
メ
イ
ス
キ
ー
（
古
儀
式
派
）
へ
の
態
度
を
め
ぐ
っ
て
も
現
れ
た
。
セ
メ
イ
ス
キ
ー
は
概
し
て
知
的
で

勤
勉
で
あ
り
、
保
守
的
で
あ
る
だ
け
に
純
粋
な
大
ロ
シ
ア
人
の
特
質
を
よ
く
保
つ
人
々
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
人
材
難
に
苦
し
む
行
政

当
局
に
は
セ
メ
イ
ス
キ
ー
の
宗
教
的
な
問
題
に
必
要
以
上
に
こ
だ
わ
る
理
由
は
な
く
、
開
拓
民
と
し
て
の
能
力
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
っ

た
。
一
八
八
〇
年
代
の
初
め
、
ザ
バ
イ
カ
ル
州
軍
務
知
事
の
Л
・
И
・
イ
リ
ヤ
シ
ェ
ヴ
ィ
チ
は
、
監
獄
制
度
に
関
す
る
調
査
旅
行
の
途

中
で
チ
タ
を
訪
れ
た
旧
知
の
М
・
Н
・
ガ
ル
キ
ン
＝
ヴ
ラ
ス
キ
ー
に
、
セ
メ
イ
ス
キ
ー
に
農
業
指
導
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ブ
リ

ヤ
ー
ト
の
定
住
化
を
促
す
と
い
う
考
え
を
語
っ
て
い
る
。

　

行
政
当
局
の
セ
メ
イ
ス
キ
ー
に
対
す
る
宥
和
的
態
度
を
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
は
苦
々
し
く
思
っ
て
い
た
。
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
の
見
る
と
こ
ろ

で
は
、
古
儀
式
派
と
い
う
分
離
派
の
存
在
は
異
族
人
に
ロ
シ
ア
人
の
一
体
性
を
疑
わ
せ
、
彼
ら
の
改
宗
を
促
す
上
で
障
害
に
な
る
。
し

か
し
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
以
前
の
ロ
シ
ア
を
理
想
と
す
る
分
離
派
に
現
在
の
ロ
シ
ア
を
受
け
入
れ
さ
せ
、
自
ら
が
真
の
正
教
徒
で
あ
る
と
い

う
固
い
信
念
を
持
つ
彼
ら
を
正
教
会
に
復
帰
さ
せ
る
に
は
、
宣
教
団
の
説
く
言
葉
は
無
力
で
あ
り
、
国
家
の
助
け
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

ロ
シ
ア
の
国
家
と
教
会
は
一
体
で
あ
り
、
分
離
派
の
問
題
に
行
政
当
局
が
無
関
心
で
い
て
よ
い
は
ず
は
な
い
。
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
に
と
っ

て
、
受
洗
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
擁
護
と
同
様
、
分
離
派
の
正
教
会
へ
の
復
帰
に
対
し
て
も
行
政
当
局
が
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
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っ
た
。

　

一
八
八
五
年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
、
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
は
シ
ベ
リ
ア
の
主
教
区
を
預
か
る
七
人
の
主
教
を
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
に
集
め
て

会
議
を
開
き
、
多
く
の
異
族
人
を
抱
え
た
シ
ベ
リ
ア
に
お
け
る
宣
教
活
動
の
強
化
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ザ
バ
イ
カ
リ

エ
に
関
す
る
限
り
、
会
議
で
の
議
論
が
成
果
を
生
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
八
八
六
年
、
ザ
バ
イ
カ
リ
エ
を
旅
行
し
た
Е
・
Е
・
ウ
フ

ト
ム
ス
キ
ー
は
、
こ
の
地
の
宣
教
活
動
が
全
く
う
ま
く
行
っ
て
い
な
い
こ
と
を
内
務
省
の
外
国
宗
教
局
に
報
告
し
て
い
る
。

　

一
八
八
四
年
六
月
、
宣
教
活
動
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
行
政
措
置
が
行
わ
れ
た
。
新
た
に
プ
リ
ア
ム
ー
ル
総
督
府
が
新
設
さ
れ
、

ザ
バ
イ
カ
ル
州
が
そ
の
管
轄
下
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
ザ
バ
イ
カ
ル
州
を
東
シ
ベ
リ
ア
総
督
府
の
管
轄
か
ら
外
し
、
ア
ム
ー
ル
州
な
ど

と
と
も
に
新
し
い
総
督
府
の
も
と
に
置
く
こ
と
は
、
多
く
の
人
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
た
。
カ
ザ
ー
ク
に
依
存
す
る
ザ
バ
イ
カ
ル
州

は
、
軍
事
力
の
形
態
に
お
い
て
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
県
以
西
と
は
著
し
く
異
な
っ
て
い
た
し
、
中
央
ロ
シ
ア
と
の
交
通
に
お
い
て
も
困
難
を

抱
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
極
東
の
安
全
保
障
戦
略
に
お
い
て
も
こ
れ
は
合
理
的
で
あ
っ
た
。
当
時
の
ロ
シ
ア
は
な
お
清
帝
国
の
脅
威

を
感
じ
て
い
た
か
ら
、
バ
イ
カ
ル
湖
以
東
の
清
と
の
国
境
を
一
括
管
理
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ポ
ベ
ド
ノ
ス
ツ
ェ
フ
は
ザ
バ
イ
カ
ル
州
と
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
県
を
切
り
離
す
こ
と
に
賛
成
し
て
い
な
か
っ
た
。
同

じ
住
民
構
成
を
持
つ
二
つ
の
地
域
を
行
政
的
に
切
り
離
す
こ
と
は
ブ
リ
ヤ
ー
ト
問
題
の
処
理
を
難
し
く
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ザ
バ
イ
カ
ル
州
と
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
県
は
同
じ
主
教
区
を
構
成
し
て
い
た
か
ら
、
こ
れ
ら
が
別
の
総
督
府
の
管
轄
下
に
置
か
れ
た
こ
と
は

宣
教
活
動
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
は
ず
で
あ
っ
た
。

　

一
八
八
六
年
、
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三
世
に
拝
謁
し
て
宣
教
の
困
難
を
訴
え
、
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
仏
教
に
対
す
る
行

政
的
介
入
が
強
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
八
五
三
年
規
程
で
は
東
シ
ベ
リ
ア
全
体
の
ラ
マ
が
バ
ン
デ
ィ
ド
・
ハ
ン
ボ
・
ラ
マ
の
管

轄
下
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
、
一
八
八
九
年
七
月
二
〇
日
の
大
臣
委
員
会
決
定
に
基
づ
い
て
一
八
九
〇
年
七
月
に
出
さ
れ
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た
暫
定
訓
令
に
よ
り
、
バ
ン
デ
ィ
ド
・
ハ
ン
ボ
・
ラ
マ
の
管
轄
は
ザ
バ
イ
カ
ル
州
に
限
定
さ
れ
、
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
県
の
ラ
マ
に
対
す
る

監
督
は
そ
の
管
轄
か
ら
外
れ
て
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
総
督
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宗
教
的
権
限
の
及
ぶ
範
囲
が
行
政
区
画
に
一
致

さ
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
県
に
関
し
て
は
仏
教
徒
の
宗
教
的
自
治
が
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
ザ
バ
イ
カ
ル
州
に
関
し
て
は
、
仏
教
界
に
相
対
的
自
律
の
余
地
が
残
さ
れ
て
お
り
、
ザ
バ
イ
カ
ル
州
を
管
轄
す
る
こ
と
に

な
っ
た
プ
リ
ア
ム
ー
ル
総
督
の
А
・
Н
・
コ
ル
フ
も
、
ア
ヌ
ー
チ
ン
と
同
様
、
宣
教
活
動
に
協
力
的
で
あ
る
と
は
言
い
難
か
っ
た
。
宣

教
団
を
指
導
す
る
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
と
プ
リ
ア
ム
ー
ル
総
督
と
の
摩
擦
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
の
側
に
立
つ
ポ
ベ
ド
ノ
ス
ツ

ェ
フ
は
、
コ
ル
フ
総
督
と
グ
ー
リ
ー
・
カ
ム
チ
ャ
ト
カ
主
教
（
一
八
八
五
年
就
任
、
俗
名
С
・
В
・
ブ
ル
タ
ソ
フ
ス
キ
ー
、
一
八
四
五

─
一
九
〇
七
年
）
や
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
・
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
大
主
教
と
の
角
逐
は
、
ド
イ
ツ
人
や
、
ロ
シ
ア
の
国
民
や
歴
史
と
の
精
神
的
絆

を
欠
い
た
ロ
シ
ア
人
が
官
房
で
辺
境
の
宗
教
問
題
を
処
理
し
た
の
が
原
因
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

六　

お
わ
り
に

　

イ
リ
ミ
ン
ス
キ
ー
・
シ
ス
テ
ム
が
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
八
九
一
年
一
二
月
に
彼
が
死
ん
で
か
ら
で
あ
る

が
、
見
直
し
そ
の
も
の
は
そ
れ
以
前
か
ら
進
ん
で
い
た
。
イ
リ
ミ
ン
ス
キ
ー
・
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
試

み
を
行
っ
て
い
た
カ
ム
チ
ャ
ト
カ
主
教
区
で
も
、
一
八
九
一
年
、
主
教
区
委
員
会
の
決
定
に
よ
り
、
異
族
人
の
教
育
は
ロ
シ
ア
語
の
み

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
イ
リ
ミ
ン
ス
キ
ー
・
シ
ス
テ
ム
が
全
面
的
に
放
棄
さ
れ
た
。
現
地
語
の
教

育
に
消
極
的
で
あ
っ
た
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
は
こ
の
方
向
性
を
先
取
り
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
力
を
失
っ
た
の
は
イ
リ
ミ
ン
ス
キ
ー
・
シ
ス
テ
ム
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
宗
教
に
よ
る
同
化
の
試
み
そ
の
も
の
が
時
代
に

そ
ぐ
わ
な
く
な
っ
て
い
た
。
改
宗
促
進
が
政
策
と
し
て
重
視
さ
れ
な
く
な
り
、
宣
教
団
の
威
信
は
低
下
し
つ
つ
あ
っ
た
。
一
八
九
二
年
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二
月
初
め
、
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
自
身
も
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
で
没
し
て
い
る
。
一
八
九
四
年
に
は
ザ
バ
イ
カ
ル
主
教
区
が
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
主
教

区
か
ら
独
立
し
、
セ
レ
ン
ギ
ン
ス
ク
副
主
教
区
が
廃
止
さ
れ
た
。
こ
れ
を
宣
教
活
動
へ
の
支
援
と
み
る
見
方
も
あ
る
が
、
広
大
な
主
教

区
の
宗
務
全
体
を
統
括
し
つ
つ
団
長
を
兼
務
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ザ
バ
イ
カ
ル
主
教
に
、
宣
教
団
の
活
動
に
対
し
て
十
分
な
注
意
を
向

け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
五
年
革
命
を
経
て
信
教
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
前
で
さ
え
、
ザ
バ
イ
カ
ル
州
の
ブ
リ
ヤ
ー
ト
は

九
割
以
上
が
仏
教
徒
の
ま
ま
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
宣
教
活
動
が
十
分
な
成
果
を
収
め
た
と
は
言
い
難
い
。
洗
礼
を
受
け
た
ブ
リ
ヤ
ー
ト

も
そ
の
実
態
は
多
様
で
あ
っ
た
。

　

一
八
九
四
年
六
月
に
は
シ
ベ
リ
ア
地
方
主
義
の
代
表
的
歴
史
家
・
民
族
誌
学
者
で
あ
っ
た
ヤ
ド
リ
ン
ツ
ェ
フ
も
世
を
去
る
。
ヤ
ド
リ

ン
ツ
ェ
フ
が
反
対
し
た
シ
ベ
リ
ア
横
断
鉄
道
の
建
設
が
始
ま
っ
て
か
ら
三
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ヤ
ド
リ
ン
ツ
ェ
フ
が
鉄
道
の
建
設

に
反
対
し
た
の
は
、
そ
れ
が
シ
ベ
リ
ア
と
中
央
ロ
シ
ア
の
つ
な
が
り
を
強
め
、
シ
ベ
リ
ア
の
自
律
や
地
域
的
特
色
を
弱
め
る
と
考
え
た

か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
シ
ベ
リ
ア
横
断
鉄
道
は
大
量
の
ロ
シ
ア
人
移
住
者
を
シ
ベ
リ
ア
に
送
り
込
み
、
シ
ベ
リ
ア
人
と
い
う
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
維
持
す
る
こ
と
は
徐
々
に
困
難
に
な
っ
て
い
っ
た
。
他
方
で
ブ
リ
ヤ
ー
ト
や
ヤ
ク
ー
ト
人
の
知
識
層
の
間
で
民
族
意
識
が

鮮
明
に
な
り
、
自
治
の
要
求
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。
シ
ベ
リ
ア
人
の
理
念
が
全
く
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、

一
八
六
〇
年
代
か
ら
続
け
ら
れ
て
き
た
シ
ベ
リ
ア
地
方
主
義
の
運
動
は
、
ザ
バ
イ
カ
リ
エ
で
の
正
教
会
の
宣
教
活
動
と
同
様
、
一
つ
の

段
階
を
終
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

Вениамин. Ж
изненны

е вопросы
 П

равославной миссии в С
ибири. С

П
б., 1885. С

. 3.

ロ
シ
ア
帝
国
に
お
い
て
先
住
民
統
治
の
基
本
的
枠
組
み
を
作
っ
た
ス
ペ
ラ
ン
ス
キ
ー
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。
以
下
を
参
照
。

M
arcRaeff,M

ichael Speransky: Statesm
an of Im

perial R
ussia, 1772-1839(T

heH
ague,1957),p.342.

М
ихайлов Т.М

. В
лияние ламаизма и христианства на ш

аманизм брят // Х
ристианство и ламаизм у коренного населения 
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帝政期のザバイカリエにおけるブリヤートへの宣教活動
С

ибири (вторая половина X
IX

 - начало X
X

 в.) Л
., 1979. С

. 128;N
.A

baev,L.A
baeva,

“TheBuddhistConquestofT
rans-

-Baikalia,

”inBiddhism
inBuryatia(U

lan-U
de,1998),pp.22-23.

Ibid.,pp.24-25.
Ibid.,p.25.

若
松
寛
「
ブ
リ
ャ
ー
ト
の
ラ
マ
教
」『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告　

人
文
』
第
二
八
号
（
一
九
七
六
年
）、
二
頁
。

Тиваненко А.В., Колминин В.И
. П

осольский С
пасо-П

реображ
енский монасты

рь на Байкале. Улан-Удэ, 2013. С
. 11-12, 27.

伊
賀
上
菜
穂
「
南
シ
ベ
リ
ア
の
古
儀
式
派
教
徒
セ
メ
イ
ス
キ
ー
」
阪
本
秀
昭
・
中
澤
敦
夫
編
『
ロ
シ
ア
正
教
古
儀
式
派
の
歴
史
と
文
化
』

（
明
石
書
店
、
二
〇
一
九
年
）
二
三
九
─
二
四
三
頁
。

М
ихайлов.  Указ. соч. С

. 137.

Raeff,op.cit.,pp.255-256.

ス
ペ
ラ
ン
ス
キ
ー
は
仏
教
を
は
じ
め
と
す
る
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
伝
統
や
哲
学
に
も
関
心
を
寄
せ
た
。

П
олное собрание законов Российской империи. С

обр. 1-е. Т. 38. С
П

б., 1830. С
. 394-417 (№

 29126).

Галиндабаева В.В., К
арбаимов Н

.И
. К

армы
 и метисы

. С
оциокультурны

е практики метисации в Бурятии // С
ибирский 

сборник -4. Грани социального: А
нтропологические перспективы

 исследования социальны
х отнош

ений и культуры
. С

П
б., 

2014. С
. 433 -434.

伊
賀
上
菜
穂
「『
洗
礼
ブ
リ
ヤ
ー
ト
』
か
ら
『
ロ
シ
ア
人
』
へ
─
─
ブ
リ
ヤ
ー
ト
共
和
国
一
村
落
に
見
る
帝
政
末
期
正
教

化
政
策
と
そ
の
結
果
（〈
特
集
〉
２
０
０
４
年
度
大
会
）」『
ロ
シ
ア
史
研
究
』
第
七
六
号
（
二
〇
〇
五
年
五
月
）、
一
二
二
頁
も
参
照
。

原
暉
之
「
シ
ベ
リ
ア
に
お
け
る
民
族
的
諸
関
係
─
─
南
シ
ベ
リ
ア
遊
牧
民
地
帯
を
中
心
に
」『
史
苑
』
第
四
二
巻
第
一
・
二
号
（
一
九
八

二
年
五
月
）、
一
六
頁
。A

baevandA
baeva,op.cit.,p.28;D

ittm
arSchorkow

itz,

“TheO
rthodoxChurch,Lam

aism
,and

Sham
anism

am
ongtheBuriatsandK

alm
yks,1825-1925,

”in:RobertP.GeraciandM
ichaelK

hodarkovsky(eds.),O
f 

R
eligion and E

m
pire: M

issions, Conversion, and T
olerance in T

sarist R
ussia(Ithaca,N

ew
Y

ork,2001),p.205.
Л

амаизм в Бурятии X
V

III -начала X
X

 века. Структура и социальная роль культовой системы
. Н

овосибирск, 1983. С
. 32.

А
зиатская Россия. Т. 1. Л

ю
ди и порядки за Уралом. С

П
б., 1914. С

. 215.

宣
教
活
動
は
バ
イ
カ
ル
湖
の
西
の
ほ
う
が
容
易
で
あ
っ
た
。
ザ
バ
イ
カ
リ
エ
か
ら
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
影
響
が
西
部
に
及
ぶ
の
を
遮
断
し

よ
う
と
い
う
宣
教
団
の
試
み
は
か
な
り
の
程
度
成
功
し
、
そ
れ
は
言
語
に
も
及
ん
だ
。
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
は
戦
闘
的
な
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
に
指
導
さ

（
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）
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れ
た
正
教
の
宣
教
活
動
が
大
部
分
の
西
部
ブ
リ
ヤ
ー
ト
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
語
の
読
み
書
き
を
身
に
つ
け
る
機
会
を
奪
っ
た
と
し
て
い
る
（Robert

W
.M

ontgom
ery,Late T

sarist and E
arly Soviet N

ationality and Cultural Policy: T
he Buryats and T

heir Language
(Lam

peter,Caredigion,W
ales,2005),pp.117-118

）。

Schorkow
itz,op.cit.,p.211.

Y
uriSlezkine,

“SavageChristiansorU
northodoxRussians?:T

heM
issionaryD

ilem
m

ainSiberia,

”in:GalyaD
im

ent
andY

uriSlezkine(eds.),Betw
een H

eaven and H
ell: T

he M
yth of Siberia in R

ussian Culture(N
ew

Y
ork,N

ew
Y

ork,
1993),pp.19-20.

西
山
克
典
「
イ
リ
ミ
ン
ス
キ
ー
体
系
の
成
立
に
よ
せ
て
（
一
八
五
八
─
一
八
六
七
年
）
─
─
ヴ
ォ
ル
ガ
中
流
・
ウ
ラ
ル
地
域
に
お
け
る

『
棄
教
』
の
な
か
で
」『
北
大
法
学
』
第
五
八
号
（
二
〇
一
八
年
一
二
月
）、
六
八
─
七
〇
頁
。

一
八
六
六
年
九
月
、
ト
ル
ス
ト
イ
は
カ
ザ
ン
で
演
説
し
、「
ロ
シ
ア
に
相
応
し
い
東
方
の
征
服
と
は
文
明
化
と
い
う
征
服
で
あ
り
、
そ
れ

は
最
も
強
固
で
最
も
安
価
な
征
服
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
奥
村
庸
一
「
19
世
紀
ロ
シ
ア
民
衆
教
育
改
革
の
性
格
に
つ
い
て
─
─
対
東
方
民

族
『
異
族
人
教
育
規
則
』（
１
８
７
０
）
の
検
討
」『
教
育
史
学
会
紀
要
・
日
本
の
教
育
史
学
』
第
三
九
集
（
一
九
九
六
年
一
〇
月
）、
二
三
六

頁
。

西
山
、
前
掲
、
七
〇
頁
。Slezkine,
“SavageChristiansorU

northodoxRussians?,

”p.22;RobertP.Geraci,W
indow

 on 
the E

ast: N
ational and Im

perial Identities in Late T
sarist R

ussia(Ithaca,N
ew

Y
ork,2009),pp.67-68.

Ibid.,pp.74-75.

シ
ベ
リ
ア
地
方
主
義
に
つ
い
て
は
、
渡
邊
日
日
「
シ
ベ
リ
ア
地
方
主
義
と
『
女
性
問
題
』
─
─
シ
ャ
シ
コ
フ
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
」
永
山

ゆ
か
り
・
吉
田
睦
編
『
ア
ジ
ア
と
し
て
の
シ
ベ
リ
ア
─
─
ロ
シ
ア
の
中
の
シ
ベ
リ
ア
先
住
民
世
界
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
八
年
）
八
三
─
八

四
頁
を
参
照
。

西
山
、
前
掲
、
七
三
頁
。
逮
捕
に
い
た
る
経
緯
に
つ
い
て
は
島
田
孝
夫
「
シ
チ
ャ
ー
ポ
フ
お
よ
び
カ
ザ
ン
大
学
生
サ
ー
ク
ル
と
ベ
ズ
ナ
蜂

起
─
─
農
民
追
悼
集
会
を
め
ぐ
っ
て
」『
ロ
シ
ア
史
研
究
』
第
三
四
号
（
一
九
八
一
年
）、
一
七
─
一
九
頁
に
詳
し
い
。

Арист
ов Н

. Я. А
фанасий П

рокофьевич Щ
апов. С

П
б., 1883. С

. 69.

D
im

itriSergiusvonM
ohrenschildt,T

ow
ard a U

nited States of R
ussia: Plans and Projects of Federal R

econstruction 
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帝政期のザバイカリエにおけるブリヤートへの宣教活動
of R

ussia in the N
ineteenth Century(Rutherford,1981),pp.65-67.

Ibid.,p.69.
Ibid.,pp.72-73.
D

avidRainbow
,

“RacialʻD
egenerationʼandSiberianRegionalism

intheLateIm
perialPeriod,

”in:D
avidRainbow


(ed.),Ideologies of R

ace: Im
perial R

ussia and the Soviet U
nion in G

lobal Context(M
cGill,2019),pp.182-184.

ヤ
ド
リ
ン
ツ

ェ
フ
は
こ
の
議
論
を
継
承
・
発
展
さ
せ
た
（Ibid.,pp.180-181

）。

Ibid.,pp.184-185;Y
uriSlezkine,A

rctic M
irrors: R

ussia and the Sm
all Peoples of the N

orth (Ithaca,N
ew

Y
ork,

1996),p.118.
M

ohrenschildt,op.cit.,pp.73-75.
О

 христианском просвещ
ении инородцев. П

ереписка архиепископа В
ениамина И

ркутского с Н
.И

. И
льминским // 

П
равославны

й собеседник. 1905. И
ю

ль-август. С
. 1 -38;Geraci,op.cit.,p.73.

ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
の
宣
教
方
針
に
つ
い
て
は
以
下
も
参

照
。Slezkine,

“SavageChristiansorU
northodoxRussians?,

”pp.23-24.
О

 христианском просвещ
ении инородцев. С

. 13.

牛
丸
康
夫
『
明
治
文
化
と
ニ
コ
ラ
イ
』（
教
文
館
、
一
九
六
九
年
）
二
四
、
三
〇
頁
。
一
八
七
九
年
に
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ー
が
亡
く
な
っ

た
と
き
、
ニ
コ
ラ
イ
は
日
記
の
中
で
そ
の
死
を
悼
み
、
彼
を
「
日
本
宣
教
団
の
忘
れ
得
ぬ
支
持
者
で
恩
人
」
と
呼
ん
で
い
る
（
中
村
健
之
介
編

訳
『
宣
教
師
ニ
コ
ラ
イ
の
日
記
抄
』（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年
）、
五
一
─
五
二
頁
）。

Там ж
е. С

. 14.

Ядринцев Н
.М

.  С
ибирь как колония. С

П
б., 1882. С

. 116.

О
 христианском просвещ

ении инородцев. С
. 12 -13.

Тиваненко и Колминин.  Указ. соч. С
. 72 -73.

И
стория Благовещ

енска 1856 -1917. Т. 1. Благовещ
енск-на-А

муре, 2009, С
. 108.

一
八
七
二
年
に
は
日
本
を
訪
問
し
、
日
本
宣

教
団
に
会
っ
て
い
る
（С

ловарь упоминаемы
х лиц // С

обрание трудов равноапостольного Н
иколая Я

понского. Т. 1. М
., 2018. С

. 

455

）。
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О
 христианском просвещ

ении инородцев. С
. 21.

Geraci,W
indow

 on the E
ast,p.69.

Вениамин. Указ. соч. С
. 16.

こ
の
点
で
ヴ
ェ
ニ
ア
ミ
ン
の
立
場
は
完
全
な
ロ
シ
ア
化
に
よ
る
異
族
人
の
消
滅
を
求
め
た
М
・
А
・
ミ
ロ

ピ
エ
フ
に
近
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。Slezkine, Arctic M

irrors,p.120

を
参
照
。
ミ
ロ
ピ
エ
フ
は
ヤ
ド
リ
ン
ツ
ェ
フ
と
同
様
、
移
住
し

た
ロ
シ
ア
人
が
異
族
人
と
接
触
し
た
結
果
む
し
ろ
異
族
人
化
し
た
と
し
て
、
こ
れ
を
嘆
い
て
い
る
（М

иропиев М
.А. О

 полож
ении русских 

инородцев. С
П

б., 1901. С
. 291 -297

）。

Х
арламович К

. П
редисловие к 

“О христианском просвещ
ении инородцев

” // П
равославны

й собеседник. 1905. И
ю

ль-

август. С
. 3 -4.

Ремнев А.В. Россия Д
альнего В

остока. И
мперская географ

ия власти X
IX

 - начала X
X

 веков. О
мск, 2004. С

. 61-62; 

П
оловцов А.А. Д

невник государственного секретаря в двух томах. Т. 1. М
., 2005. С

. 413, 585.

П
исьма В

ениамина, архиепископа И
ркутского, к Казанскому архиепископу В

ладимиру. М
., 1913. С

. 159 -160.

Ядринцев.  Указ. соч. С
. 116.

Schorkow
itz,op.cit.,pp.206-207;  Ц

ы
ремпилов Н

.В. Буддизм и империя. Бурятская буддийская общ
ина в России (X

V
III--

нач. X
X

 в.). Улан-Удэ, 2013. С
. 174 -175.

Вениамин.  Указ. соч. С
. 19 -20.

П
исьма В

ениамина. С
. 162.

Там ж
е. С

. 170.

Вениамин. Указ. соч. С
. 36, 43.

П
исьма В

ениамина. С
. 168 -170.

ト
ル
ス
ト
イ
内
相
も
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
（Там ж

е. С
. 174

）。

Ремнев.  Указ. соч. С
. 54-55.

こ
う
し
た
傾
向
は
、
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ー
大
主
教
を
は
じ
め
、
正
教
の
聖
職
者
に
お
い
て
さ
え
珍
し
く

な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
シ
ベ
リ
ア
で
知
的
な
人
材
に
対
す
る
需
要
を
満
た
す
こ
と
は
容
易
で
な
か
っ
た
（Ядринцев.  Указ. соч. С

. 117

）。
後

に
歴
史
家
と
し
て
大
き
な
業
績
を
残
す
А
・
А
・
コ
ル
ニ
ー
ロ
フ
は
、
ス
ト
ル
ー
ヴ
ェ
の
『
解
放
』
編
集
部
に
参
加
す
る
な
ど
リ
ベ
ラ
ル
な
政

治
信
条
を
持
っ
た
人
で
あ
る
が
、
一
九
〇
〇
年
ま
で
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
総
督
府
で
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住
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っ
て
い
る
。
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